
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号

徳
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
第
二
号
を
次
の
よ
う

（一）

（二）

（一）

（三）

（二）

に
改
め
る
。

二

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

令
附
則
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
燃
料
油
メ
ー
タ
ー

（一）
イ

積
算
式
ガ
ソ
リ
ン
量
器

表
示
機
構
の
最
大
指
示
量
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

千
六
百
円

表
示
機
構
の
最
大
指
示
量
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

二
千
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

口
径
が
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二
千
六
百
円

口
径
が
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三
千
四
百
円

令
附
則
第
九
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
液
化
石
油
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

六
千
三
百
円

（二）

第
二
条
第
一
項
の
表
第
三
号
を
削
り
、
同
表
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
の
備
考
中
「
第
一
号
の

の
イ
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
イ
」
を
「
第
一
号
の

（二）

の
イ
及
び
第
三
号
の
イ
」
に
改
め
る
。

（一）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


